
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
四
月
二
十
八
日

（
号
外
）

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

号 　 外

平成 18 年

4 月28日（金曜日）

規
　
　
則

香
川
県
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
自
治
振
興
課
、
情
報
政
策
課
、
環
境
管
理
課
、
み
ど
り
整
備
課
、
産
業
政
策
課
、
農
業

生
産
流
通
課
）

一

議
会
告
示

香
川
県
議
会
の
議
員
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

二

香
川
県
議
会
に
係
る
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
規
程

教
育
委
員
会
規
則

香
川
県
教
育
委
員
会
等
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

香
川
県
規
則
第
五
十
五
号

香
川
県
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
香
川
県
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
香
川
県
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
香
川
県
規
則
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
資
本
」
を
「
資
本

金
」
に
、
「
こ
え
る
」
を
「
超
え
る
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
こ
え
る
」
を
「
超
え
る
」
に
改
め

る
。第

二
十
三
条
第
一
項
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
資
本
」
を
「
資

本
金
」
に
、
「
こ
え
る
」
を
「
超
え
る
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
こ
え
る
」
を
「
超
え
る
」
に
改

め
る
。

（
卸
売
市
場
法
施
行
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
卸
売
市
場
法
施
行
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
香
川
県
規
則
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
見
出
し
中
「
営
業
」
を
「
事
業
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
営
業
」
を
「
事
業
」
に
改

め
、「
の
各
号
」
を
削
る
。

第
二
号
様
式
中
「

」
を
「

「

」
に
、

」

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、「

」

「

」
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

」

（
政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
香
川
県
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
及
び
香
川
県

林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
改
正
）

規

則

一

商
法
（
明
治
32年
法
律
第
48号
）
第
211条

の
2
第
4
項
に
規
定
す
る
種
類
の
株

式
又
は
持
分
に
係
る
議
決
権
を
除
き
、
同
条
第
5
項
の
規
定
に
よ
り
議
決
権
を
有
す
る
も
の
と
み
な
さ

れ
る
株
式
又
は
持
分
に
係
る
　
　
　
株
式
会
社
に
あ
つ
て
は
、
株
主
総
会
に
お
い
て
決
議
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
事
項
の
全
部
に
つ
き
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
株
式
に
つ
い
て
の
議
決
権
を
除

き
、
会
社
法
（
平
成
17年
法
律
第
86号
）
第
879条

第
3
項
の
規
定
に
よ
り
議
決
権
を
有
す
る
も
の
と

買
　
付
　
販
　
売

合
　
　
　
　
計

み
な
さ
れ
る
株
式
に
つ
い
て
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
買
付
販
売
　
　
　
　
　
　
　
売
上
総
利

数
量
　
金
額
　
　
　
　
　
　
数
量
　
金
額

損
　
　
益
　
　
　
　
　
　
　
益（
損
失
）

買
　
付
　
販
　
売
　
　
　
　
　

卸
売
業
務
合
計

買
付
販
売
利
益
　
　
　
　
　
　
　
販
売
利
益
　
　
　
　

3
利
益
金
処

数
量
　
金
額
　
　
　
　
　
　
　
　
数
量
　
金
額
　
　
　
　
　
　
　

（
損
失
）
金
額
　
　
　
　
　
　
　
（
損
失
）
金
額

3
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書

分
書
又
は
欠
損
金
処
理
書

4
個
別
注
記
表



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
四
月
二
十
八
日

（
号
外
）

二

第
三
条
　
次
に
掲
げ
る
規
則
の
規
定
中
「
資
本
」
を
「
資
本
金
」
に
改
め
る
。

一
　
政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
香
川
県
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
七

年
香
川
県
規
則
第
八
十
一
号
）
第
二
条
第
二
項

二
　
香
川
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
（
平
成
十
五
年
香
川
県
規
則
第
九
十
六
号
）
第
二

条
第
三
項
第
二
号
及
び
第
四
号

（
香
川
県
企
業
誘
致
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条
　
香
川
県
企
業
誘
致
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
香
川
県
規
則
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
第
八
号
ロ
中
「
営
業
報
告
書
」
を
「
事
業
報
告
書
」
に
、
「
利
益
金
処
分
計
算
書
又

は
損
失
金
処
理
計
算
書
」
を
「
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
」
に
改
め
る
。

（
香
川
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条
　
香
川
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年
香
川

県
規
則
第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
五
項
第
五
号
中
「
商
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
法
務
省
令
第
二
十
二
号
）
第
十
条
」
を

「
会
社
法
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
法
務
省
令
第
十
二
号
）
第
二
百
二
十
三
条
」
に
改
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
卸
売
市
場
法
施
行
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
卸
売
市
場
法
施
行
条
例
施
行
規
則
第
二
号
様
式
は
、
こ
の
規
則
の

施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
事
業
報
告
書
に
つ
い

て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
事
業
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

（
香
川
県
企
業
誘
致
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

３
　
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
香
川
県
企
業
誘
致
条
例
施
行
規
則
第
五
条
第
二
項
第
八
号
ロ
の
規

定
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
す
る

事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

香
川
県
議
会
告
示
第
三
号

香
川
県
議
会
の
議
員
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十
八
日

香
川
県
議
会
議
長
　
　
筒
　
　
井
　
　
敏
　
　
行

香
川
県
議
会
の
議
員
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

香
川
県
議
会
の
議
員
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
規
程
（
平
成
七
年
香
川
県
議
会
告
示
第
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
資
本
」
を
「
資
本
金
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
八
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

香
川
県
議
会
告
示
第
四
号

香
川
県
議
会
に
係
る
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十
八
日

香
川
県
議
会
議
長
　
　
筒
　
　
井
　
　
敏
　
　
行

香
川
県
議
会
に
係
る
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
規
程

香
川
県
議
会
に
係
る
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
六
年
香
川

県
議
会
告
示
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
五
項
第
四
号
中
「
商
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
法
務
省
令
第
二
十
二
号
）
第
十
条
」
を
「

会
社
法
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
法
務
省
令
第
十
二
号
）
第
二
百
二
十
三
条
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
八
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

議
会
告
示

教
育
委
員
会
規
則



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
四
月
二
十
八
日

（
号
外
）

三

香
川
県
教
育
委
員
会
等
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十
八
日

香
　
川
　
県
　
教
　
育
　
委
　
員
　
会

香
川
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号

香
川
県
教
育
委
員
会
等
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
教
育
委
員
会
等
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
（
平

成
十
六
年
香
川
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
五
項
第
五
号
中
「
商
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
法
務
省
令
第
二
十
二
号
）
第
十
条
」
を
「

会
社
法
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
法
務
省
令
第
十
二
号
）
第
二
百
二
十
三
条
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



平
成
十
八
年
四
月
二
十
八
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所
　
　
香
　
　
川
　
　
県
　
　
庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
四
月
二
十
八
日

（
号
外
）

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http://www. pref. kagawa. jp/

四


